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最新の知見に基づく「火山性微動」の判別に対応した改定
最新の知見により、火山性微動とそれに類似した振動現象を判別することが可能となった。
これを受け2013年以降のデータを再確認して分類した結果、火山性微動とされていた事象のほとんどが火山性微動に類似した振
動現象（「長周期地震」か「低周波地震の連発」）で、「火山性微動」は１事例のみであることが分かった。

これを踏まえてレベル２への引上げ基準のうち、火山性微動の基準の改定を行う。

蔵王山では、火山性微動の観測事例は1事例しかないため単独の基準ではなく、火山活動の活発化と
して明瞭なシグナルである地震活動とあわせた複数基準の一つとしてレベルを判断する（レベル２）

現行基準（レベル２） 改定基準案（レベル２）
【火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生する可能性】
＜噴火前＞

地震活動の基準を満たし、かつ地殻変動の基準あるいは噴煙活動、火口付近の
熱活動の基準を満たしている場合
①地震活動の基準：
・火山性地震の増加（地震回数が50 回以上／24 時間あるいは30 回程度／24 時間

が数日連続）
ただし、低周波地震を含む場合は基準未満でも検討
・火山性微動が多発あるいは連続的に発生
②地殻変動の基準：
・GNSS や傾斜計で山体の膨張を示すわずかな地殻変動が観測された場合

③噴煙活動の基準： 噴煙・火山ガスの増加
④火口付近の熱活動の基準： 熱活動の活発化、次の項目のいずれかを満たす場合
・御釜の状態変化（変色、湯気、温度変化（温度上昇）、浮遊物等）
・新たな地熱地帯の発生、地熱地帯の拡大、噴気温度あるいは地温の上昇、温泉

湧出
＜噴火後＞
・小規模の噴火が確認された場合（事後の確認を含む）
※噴火による影響が火口から概ね1.2ｋｍを超えない場合

【火口周辺（想定火口域から概ね1.2㎞以内）に影響を及ぼす噴火の可能性】
火山性地震の基準（①）を満たし、かつ火山性微動の基準（②）、地殻変動

の基準（③）、火口付近の熱活動の基準（④）のいずれかを満たしている場合
①火山性地震の基準：
・火山性地震の増加（地震回数が50回以上／24時間あるいは30回程度／24時間

が数日連続）
ただし、低周波地震を含む場合は基準未満でも検討

②火山性微動の基準：
・火山性微動の発生（微小なものを除く）

③地殻変動の基準：
・GNSSや傾斜計で山体の膨張を示すわずかな地殻変動が観測された場合
④熱活動の基準：熱活動の活発化、次の項目のいずれかを満たす場合
・噴気、火山ガスの増加
・御釜の状態変化（湖水の変色、温度上昇、浮遊物等）
・新たな地熱域の発生、地熱域の拡大、噴気温度あるいは地温の上昇、温泉湧

出
【火口周辺（想定火口域から概ね1.2km以内）に影響を及ぼす噴火が発生】
・小規模の噴火が確認された場合（事後の確認を含む）

【蔵王山】噴火警戒レベル判定基準の主な改定点



【蔵王山】噴火警戒レベル判定基準の新旧対照
現行基準 改定基準案




